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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の表面を掘り下げた凹部内にゲート絶縁膜を介して設けられたゲート電極と
、
　前記ゲート電極の両脇における前記半導体基板の掘り下げられた表面側に設けられたソ
ース／ドレイン拡散層と、
　前記ソース／ドレイン拡散層の表面を覆う状態で前記半導体基板の表面よりも深く設け
られた応力印加層と、を備え、
　前記応力印加層は、前記ソース／ドレイン拡散層の表面側に形成させたシリサイド膜と
、この上部に形成された絶縁性材料からなるストレスライナー膜との積層構造からなり、
　前記半導体基板の表面に対する前記チャネル部の深さ位置は、前記応力印加層の深さ位
置よりも浅く、
　前記凹部の底部が、前記ストレスライナー膜の膜厚の範囲に配置されている半導体装置
。
【請求項２】
　前記応力印加層を構成する前記ストレスライナー膜は、
　前記ソース／ドレイン拡散層上から前記ゲート電極の側壁に掛けて連続的に覆う請求項
１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記半導体基板および当該半導体基板上の絶縁膜に、当該半導体基板を底面としてこれ
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を掘り下げた溝パターンが設けられ、
　少なくとも前記半導体基板の露出面を覆う前記ゲート絶縁膜を介して前記溝パターンを
埋め込む状態で前記ゲート電極が形成されている
　請求項１または請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記ゲート絶縁膜は、前記溝パターンの内壁上部を露出する状態で設けられている請求
項３記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置およびその製造方法に関し、特には電界効果型トランジスタ構造
の半導体装置において、半導体基板におけるチャネル部に応力を印加することによってキ
ャリア移動度を向上させる技術を適用した半導体装置およびその製造方法を提供すること
を目的とする。
【背景技術】
【０００２】
　電界効果型トランジスタを用いた集積回路の微細化は、高速化・低消費電力化・低価格
化・小型化など様々な利点があることから絶え間なく進歩し、今日では１００ｎｍを切る
ゲート長を有するトランジスタの形成が可能となっている。さらにＩＴＲＳ（Internatio
nal Technology Roadmap for Semiconductors）のロードマップ上では、３２ｎｍノード
と呼ばれているトランジスタにおいて２０ｎｍ以下のゲート長が予想されている。
【０００３】
　また、ゲート長の縮小のみでなくデバイス構造そのものの縮小化（スケーリング）も進
められている。しかしながら、ゲート長がサブミクロン領域から１００ｎｍを切る領域で
は、ゲートリーク電流の抑制の観点から、従来からゲート絶縁膜として用いられている酸
化シリコン（ＳｉＯ2）系絶縁膜の物理膜厚が限界になってきている。
【０００４】
　そこで、ゲート絶縁膜の実効膜厚を下げる方法として、酸化ハフニウム系の高誘電率（
Ｈｉｇｈ－Ｋ）絶縁膜をゲート絶縁膜として用いることでゲート絶縁膜の誘電率を上げる
方法、さらには金属材料を用いることでゲート電極の空乏化を抑制する方法などが検討さ
れている。
【０００５】
　このうちゲート電極の空乏化を抑制する方法では、ゲート電極用の金属材料としてタン
グステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、ハフニウム（Ｈｆ）、ルテニウム（Ｒｕ）、イリジウ
ム（Ｉｒ）などを用いることが検討されている。しかしながら、これらの金属材料は、高
温の熱処理が加わるとゲート絶縁膜などと反応し、ゲート絶縁膜の劣化やトランジスタの
しきい値電圧の変化を引き起こす問題が発生する。このため、ゲート電極を形成した後に
、ソース・ドレイ領域などの不純物拡散層を形成する従来プロセスでは、不純物の活性化
熱処理において上記の問題が引き起こされてしまう。
【０００６】
　このような金属材料からなるゲート電極の問題を解決するために、ソース・ドレイン領
域を形成した後に、ゲート電極を形成するダマシンゲートプロセスが提案されている（下
記特許文献１,２参照）。ダマシンゲートプロセスにおいては、ダミーゲートを形成した
状態で、先ずソース・ドレイン領域を形成する。その後、ダミーゲートを覆う層間絶縁膜
を形成し、これを研磨してダミーゲートを露出させてエッチング除去し、除去した部分に
新たなゲート絶縁膜およびゲート電極を形成する方法である。この方法によれば、ソース
・ドレイン領域の形成における不純物の活性化熱処理の影響が、ゲート電極に及ぶことを
防止できる。
【０００７】
　一方、シリコン基板におけるチャネル部に応力を印加することにより、チャネル部のキ
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ャリア移動度を増加させる手法が積極的に利用されている。
【０００８】
　このような技術の一つに、サイドウォールを設けたゲート電極脇のシリコン基板にトレ
ンチを形成し、このトレンチ内にソース／ドレインとして、シリコン（Ｓｉ）と格子定数
の異なる半導体層をエピタキシャル成長によって形成する構成が提案されている。このよ
うな構成によれば、ソース／ドレインを構成する半導体層からチャネル部に応力が印加さ
れる（例えば、下記特許文献３参照）。
【０００９】
　またこの他の技術として、図２０に示すように、基板１０１の表面側に設けたＭＯＳト
ランジスタＴｒのソース／ドレイン（Ｓ／Ｄ）表面にシリサイド層１０３を設け、さらに
このトレンジスタＴｒを覆う状態で基板１０１上に応力印加層としてストレスライナー膜
１０５を設ける構成が提案されている。この際、ＭＯＳトランジスタＴｒがｎチャンネル
型であれば、引張応力を持つストレスライナー膜１０５が設けられ、ＭＯＳトランジスタ
Ｔｒがｐチャンネル型であれば、圧縮応力を持つストレスライナー膜１０５が設けられる
。このような構成によれば、シリサイド層１０３およびストレスライナー膜１０５からト
ランジスタＴｒのチャネル部ｃｈに応力が印加される（下記特許文献４～７参照）。
【００１０】
【特許文献１】特開２０００－３１５７８９号公報
【特許文献２】特開２００５－２６７０７号公報
【特許文献３】特開２００６－１８６２４０号公報
【特許文献４】特開２００２－１９８３６８号公報
【特許文献５】特開２００５－５７３０１号公報
【特許文献６】特開２００６－１６５３３５号公報
【特許文献７】特開２００６－２６９７６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上述したようなチャネル部に応力を印加する技術においては、トレンチ内にソース／ド
レインとして設けた半導体層や、シリサイド層および応力印加膜からチャネル部に印加さ
れる応力は、チャネル部の上方に設けられたゲート電極からの反作用により弱められてし
まう。このため、半導体層や、シリサイド層および応力印加膜からの応力が、チャネル部
に対して効果的に印加できておらず、キャリア移動度の向上が妨げられていた。
【００１２】
　そこで本発明は、チャネル部に対して効果的に応力を印加することが可能で、これによ
りキャリア移動度の向上を図ることが可能で高機能化が達成された半導体装置、およびそ
の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するための本発明の半導体装置は、半導体基板上にゲート絶縁膜を介し
てゲート電極が設けられ、ゲート電極の両脇における半導体基板の掘り下げられた表面側
にソース／ドレイン拡散層が設けられたものである。このうち、ゲート電極は、半導体基
板の表面を掘り下げた凹部内にゲート絶縁膜を介して設けられている。そして、ソース／
ドレイン拡散層の表面を覆う状態で、半導体基板の表面よりも深く設けられた応力印加層
を備えており、応力印加層は、ソース／ドレイン拡散層の表面側に形成させたシリサイド
膜と、この上部に形成された絶縁性材料からなるストレスライナー膜との積層構造からな
り、半導体基板の表面に対するチャネル部の深さ位置は、応力印加層の深さ位置よりも浅
く、凹部の底部が、ストレスライナー膜の膜厚の範囲に配置されていることを特徴として
いる。
【００１４】
　このような構成の半導体装置では、半導体基板の表面を掘り下げた部分を埋め込んでな
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るゲート絶縁膜およびゲート電極を設けたことにより、半導体基板の表面よりも深い位置
がチャネル部となる。これにより、ゲート電極の両脇における半導体基板の表面より深い
位置に設けられた応力印加層の深さ方向にわたって当該応力印加層間の半導体基板部分に
印加される応力が、チャネル部に対して集約的に印加されるようになる。したがって、半
導体基板の表面とほぼ同一高さにチャネル部が形成される従来構成と比較して、応力印加
層からの応力をより効果的にチャネル部に対して印加することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように本発明によれば、ゲート電極の両脇の応力印加層から、より効果的
にチャネル部に応力を印加することができるため、効果的にキャリア移動度の向上を図る
ことが可能になる。この結果、半導体装置の高機能化を図ることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の各実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。尚、各実施の形態にお
いては、先ず半導体装置の構成を説明し、次に半導体装置の製造方法を説明する。
【００２１】
≪第１実施形態の半導体装置の構成≫
　図１は、本発明を適用した第１実施形態の半導体装置１-1の要部断面図である。この図
に示す半導体装置１-1は、電界効果型トランジスタ構成の半導体装置であり、次のように
構成されている。
【００２２】
　すなわち、単結晶シリコンからなる半導体基板３には、表面を掘り下げてリセスした凹
部３ａが設けられている。そして、半導体基板３上には、この凹部３ａを埋め込む状態で
ゲート絶縁膜５を介してゲート電極７が設けられている。ゲート電極７の両脇には、絶縁
性のサイドウォール９が設けられている。また、サイドウォール９が設けられたゲート電
極７の両脇における半導体基板３の表面側にはソース／ドレイン拡散層１１が設けられて
いる。このソース／ドレイン拡散層１１の表面は、シリサイド膜１３で覆われている。
【００２３】
　そして特に本第１実施形態においては、このシリサイド膜１３が、ゲート電極７下部に
おける半導体基板３のチャネル部ｃｈに対して応力を加えるための応力印加層としても設
けられているところが特徴的である。このようなシリサイド膜（応力印加層）１３は、次
の製造方法で詳細に説明するように、ソース／ドレイン拡散層９が形成されている半導体
基板３の露出面においてシリサイド化されたものであり、ソース／ドレイン拡散層９の深
さの範囲において、半導体基板３の表面から十分な深さｄ１を有して設けられている。
【００２４】
　ここで、半導体基板３の表面に対する、シリサイド膜（応力印加層）１３の深さｄ１と
、ゲート絶縁膜５およびゲート電極７が埋め込まれた凹部３ａの深さ、すなわちチャネル
部ｃｈの深さｄ２とは、［ｄ２］＜［ｄ１］であることとする。尚、この範囲においての
チャネル部ｃｈの深さｄ２の最適な深さについては、チャネル部ｃｈに印加される応力が
最も高くなるように、実験的に求められることとする。
【００２５】
　また、シリサイド膜１３は、例えばコバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）,プラチナ（
Ｐｔ）などのシリサイドからなる。このようなシリサイド膜１３であれば、単結晶シリコ
ンからなる半導体基板３に対して引っ張り応力を印加する応力印加層となる。したがって
、このようなシリサイド膜１３を備えた半導体装置１-1は、ｎチャンネル型の電界効果型
トランジスタに好ましく適用される。尚、シリサイド膜１３が圧縮応力を持つものであれ
ば、このようなシリサイド膜１３を備えた半導体装置１-1は、pチャンネル型の電界効果
型トランジスタに好ましく適用される。
【００２６】
　またゲート絶縁膜５およびゲート電極７は、例えばダマシンゲート構造であって、絶縁
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性のサイドウォール９を備えている。この構造においては、例えば半導体基板３とシリサ
イド膜（応力印加層）１３とを覆う層間絶縁膜１５に、サイドウォール９によって側壁が
規定された溝パターン１７が設けられている。この溝パターン１７の底面は、さらに半導
体基板３部分を掘り下げた凹部３ａの底部に設定されている。そして、この溝パターン１
７の底面を含む内壁を覆う状態でゲート絶縁膜５が設けられ、このゲート絶縁膜５を介し
て溝パターン１７内を埋め込む状態でゲート電極７が設けられている。
【００２７】
　尚、このような半導体装置１-1は、さらに必要に応じて上層絶縁膜１９で覆われていて
も良い。この場合、この上層絶縁膜１９と層間絶縁膜１５とに、例えばシリサイド膜(応
力印加層）１３に達する接続孔２１を設け、この接続孔２１の底部においてシリサイド膜
（応力印加層）１３を介してソース／ドレイン拡散層１１に接続された配線２３を設ける
ことができる。
【００２８】
　ゲート絶縁膜５を構成する誘電率絶縁膜としては、アルミニウム（Ａｌ）、イットリウ
ム（Ｙ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ランタン（Ｌａ）、ハフニウム（Ｈｆ）、タンタル（
Ｔａ）のうちから選択される少なくとも１種を含んだ酸化物、酸化珪化物、窒化酸化物、
または酸化窒化珪化物からなる膜が用いられる。具体的には、ＨｆＯ2，ＺｒＯ2，Ｌａ2

Ｏ3，Ｙ2Ｏ3，Ｔａ2Ｏ5，Ａｌ2Ｏ3，ＨｆＳｉＯｘ，ＺｒＳｉＯｘ，ＺｒＴｉＯｘ，Ｈｆ
ＡｌＯｘ，ＺｒＡｌＯｘ，さらにはこれらの窒化物(ＨｆＳｉＯＮなど）が例示される。
これらの材料の比誘電率は、組成や結晶性などによって多少の変動はあるが、例えばＨｆ
Ｏ2の比誘電率は２５～３０、ＺｒＯ2の比誘電率は２０～２５である。尚、ゲート絶縁膜
５はシリコン酸化膜と高誘電率（Ｈｉｇｈ－Ｋ）絶縁膜との積層構造であっても良い。
【００２９】
　またゲート電極７を構成する主たる金属層は、Ｔｉ，Ｒｕ，Ｈｆ,Ｉｒ，Ｃｏ，Ｗ，Ｍ
ｏ，Ｌａ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ａｌ等の金属、またはこれら金属のＳｉ化合物やＮ化合物、さら
にはこれらを組み合わせて用いる。積層構造である場合には、ゲート電極の仕事関数を調
整するための仕事関数制御層として、またはしきい値電圧を調整するための層として、ゲ
ート電極の抵抗を下げるために複数の金属膜を積層しても良い。このような金属膜は、ゲ
ート絶縁膜に接して設けることとする。
【００３０】
　ここで一般的には、ｎ型の電界効果型トランジスタであれば、ゲート電極７の仕事関数
は４．６ｅＶ以下、望ましくは４．３ｅＶ以下とされる。一方ｐ型の電界効果トランジス
タであれば、ゲート電極７の仕事関数は４．６ｅＶ以上、望ましくは４．９ｅＶとされる
。そして、ｎ型とｐ型とで、ゲート電極７の仕事関数の差が０．３ｅＶ以上あることが望
ましいとされている。
【００３１】
　そこで、ゲート電極７を積層構造にしてその下層部分を仕事関数制御層とする場合、こ
の仕事関数制御層を構成する材料としては、Ｔｉ,Ｖ,Ｎｉ,Ｚｒ,Ｎｂ,Ｍｏ,Ｒｕ,Ｈｆ,Ｔ
ａ,Ｗ,Ｐｔ等から成る群から構成された金属、またはこれらの金属を含む合金のなかから
、適宜の仕事関数を示す材料が選択して用いられる。またこの他にも、これらの金属の化
合物、例えば金属窒化物や、金属と半導体材料との化合物である金属シリサイドが用いら
れる。
【００３２】
　具体的には、ｎ型の電界効果型トランジスタのゲート電極７であれば、Ｈｆ,Ｔａ等か
ら成る群から構成された金属、当該金属を含む合金、または当該の化合物が好ましく、Ｈ
ｆＳｉｘがより好ましい。ＨｆＳｉの仕事関数は、組成や結晶性によって異なるが、概ね
４．１～４．３ｅＶ程度である。
【００３３】
　また、ｐ型の電界効果トランジスタのゲート電極７であれば、Ｔｉ,Ｍｏ,Ｒｕ等から成
る群から構成された金属、当該金属を含む合金、または当該金属の化合物が好ましく、Ｔ



(6) JP 4770885 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

ｉＮやＲｕがより好ましい。ＴｉＮの仕事関数は、組成や結晶性によって異なるが、概ね
４．５～５．０ｅＶ程度である。
【００３４】
　このため、半導体基板３上に、ｐ型の電界効果トランジスタとｎ型電界効果トランジス
タとの両方が設けられている場合であれば、これらのうちの少なくとも一方のゲート電極
は、ゲート電極の仕事関数を調整するための仕事関数制御層を含む積層構造を有する構成
となっていても良い。尚、ｐ型の電界効果トランジスタとｎ型電界効果トランジスタとの
両方ともが、ゲート電極の仕事関数を調整するための仕事関数制御層を含む積層構造を有
する構成である場合、それぞれのゲート電極は、それぞれに適する異なる仕事関数を有す
るように構成されることとする。
【００３５】
　以上のような構成の半導体装置１-1では、半導体基板３においてゲート絶縁膜５との界
面側に設けられるチャネル部ｃｈが、シリサイド膜（応力印加層）１３間において半導体
基板３の表面よりも深い部分に設定された状態となる。
【００３６】
　これにより、シリサイド膜（応力印加層）１３の深さ方向にわたって当該シリサイド膜
（応力印加層）１３間の半導体基板３部分に印加される応力が、シリサイド膜（応力印加
層）１３の深さ方向の中間部に位置するチャネル部ｃｈに対して集約的に印加されるよう
になる。したがって、半導体基板３の表面とほぼ同一高さにチャネル部が形成される従来
構成と比較して、シリサイド膜（応力印加層）１３からの応力をより効果的にチャネル部
ｃｈに対して印加させることができる。
【００３７】
　この結果、シリサイド膜（応力印加層）１３を構成する材料濃度によらずにキャリア移
動度の向上を図ることが可能になるため、半導体装置１-1のさらなる高機能化を図ること
が可能になる。
【００３８】
≪第１実施形態の半導体装置の製造方法≫
　図２～図５は、図1を用いて説明した第１実施形態の半導体装置１-1の製造方法を示す
断面工程図である。以下これらの図に基づいて第１実施形態の製造方法を説明する。尚、
図１を用いて説明したと同様の構成要素には同一の符号を付して説明を行うこととする。
【００３９】
　先ず、図２（１）に示すように、単結晶シリコンからなる半導体基板３の表面側に、溝
内を酸化シリコン膜で埋め込んでなるＳＴＩ(Shallow Trench Isoration)構造の素子分離
３１を形成する。
【００４０】
　次いで図２（２）に示すように、表面酸化などにより、酸化シリコンからなるチャネリ
ング防止用の保護膜３３を５～１０ｎｍ程度の膜厚で成膜する。その後、しきい値調整用
にリン（Ｐ）、ヒ素（Ａｓ）、ホウ素（Ｂ）、インジウム（Ｉｎ）などの不純物のイオン
注入を行う。この際、ｎチャンネル型の電界効果トランジスタの形成領域（以下ｎＭＯＳ
領域と記す）と、ｐチャンネル型の電界効果トランジスタの形成領域（以下ｐＭＯＳ領域
と記す）とに対して、それぞれに選択された不純物のイオン注入を行う。イオン注入後に
は、保護膜３３を除去する。
【００４１】
　次に図２（３）に示すように、例えば熱酸化法によって、酸化シリコンからなるダミー
のゲート絶縁膜３５を１～３ｎｍ程度の膜厚で成膜する。その後、ＣＶＤ法により、ポリ
シリコンまたはアモルファスシリコンからなるダミーのゲート電極膜３７を１００～１５
０ｎｍ程度の膜厚で成膜する。さらにこの上部にＣＶＤ法によって窒化シリコンからなる
ハードマスク層３９を３０～１００ｎｍ程度の膜厚で成膜する。
【００４２】
　次に、図２（４）に示すように、ハードマスク層３９、ダミーのゲート電極膜３７、お



(7) JP 4770885 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

よびダミーのゲート絶縁膜３５を、ゲート電極の形状にパターンエッチングしてダミーゲ
ート構造Ａを形成する。
【００４３】
　このようなパターンエッチングは次のように行う。先ず、ハードマスク層３９上に光リ
ソグラフィー技術や電子ビームリソグラフィー技術を用いてゲート電極用のレジストパタ
ーンを形成する。次に、このレジストパターンをマスクにしてハードマスク層３９をエッ
チングし、ハードマスク層３９をパターニングする。その後、パターニングされたハード
マスク層３９上からのエッチングより、ダミーのゲート電極膜３７をパターニングしてダ
ミーのゲート電極３７ａとし、さらにダミーのゲート絶縁膜３５をパターニングする。こ
のパターニングは、ハードマスク層３９をほとんどエッチングしないような選択比でのド
ライエッチングによって行うこととする。また、ダミーのゲート電極膜３７のパターニン
グにおいては、ダミーのゲート絶縁膜３５をストッパにしたエッチングを行うことにより
、ダミーゲート構造Ａの両脇の半導体基板３の表面にエッチングダメージが入ることを防
止することが好ましい。
【００４４】
　以上の後には、図２（５）に示すように、ダミーゲート構造Ａの側壁に、絶縁性の第１
サイドウォール９-1を形成する。この場合、例えばＣＶＤ法によって成膜した膜厚１～１
０ｎｍ程度の窒化シリコン膜を、ドライエッチング法を用いた異方性エッチングによりエ
ッチバックすることにより、ダミーゲート構造Ａの側壁のみに窒化シリコン膜を残して第
１サイドウォール９-1を形成する。尚、第１サイドウォール９-1は、堆積成膜した酸化シ
リコン膜をエッチバックしてなるものであっても良く、さらにダミーのゲート電極３７ａ
の側壁を酸化させて形成しても良い。
【００４５】
　尚、この第１サイドウォール９-1は、以降に行うソース・ドレイン領域のエクステンシ
ョン形成においてエクステンションの位置調整のために設けられるものであり、必要に応
じて設ければ良い。したがって、この工程は必要に応じて行えば良い。
【００４６】
　次いで図３（１）に示すように、イオン注入によって、ソース・ドレイン領域のエクス
テンション１１ｅを形成するための不純物を、半導体基板３の表面層に導入する。この際
、ｐＭＯＳ領域にはＢやＩｎなどのp型不純物を、ｎＭＯＳ領域にはＡｓやＰなどのｎ型
不純物を導入する。また、注入エネルギー０．５～２ｋｅＶ程度、ドーズ量５×１０14～
２×１０15個／ｃｍ2程度でのイオン注入を行うこととする。
【００４７】
　次いで、図３（２）に示すように、第１サイドウォール９-1の外側に、絶縁性の第２サ
イドウォール９-2を形成する。ここでは、ＣＶＤ法による窒化シリコン膜の成膜と、その
後の窒化シリコン膜のエッチバックによって第２サイドウォール９-2を形成する。尚、第
１サイドウォール９-1と、この外側の第２サイドウォール９-2とを、合わせてサイドウォ
ール９と称する。
【００４８】
　以上の後には、ソース・ドレイン拡散層１１形成のため、Ｐ、Ａｓ、Ｂなどの不純物イ
オン注入を行う。このイオン注入の後には、注入した不純物を活性化させるために９００
℃～１１００℃の熱処理を６０秒以下の範囲で行う。尚、この際、ｐＭＯＳ領域にはＢや
Ｉｎなどのp型不純物を、ｎＭＯＳ領域にはＡｓやＰなどのｎ型不純物を導入する。
【００４９】
　その後、図３（３）に示すように、サリサイドプロセス技術によってソース・ドレイン
拡散層１１の表面に、コバルト（Ｃｏ）,ニッケル（Ｎｉ）,プラチナ（Ｐｔ）などの金属
のシリサイド膜１３を応力印加層として形成する。またこのシリサイド膜１３により、ソ
ース・ドレイン拡散層１１のコンタクト抵抗を低減させる。この際、ソース・ドレイン拡
散層１１の表面、すなわち単結晶シリコンからなる半導体基板３の表面においては、シリ
サイド化の進行にともなって深さ方向にもシリサイド膜（応力印加層）１３が成長する。
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このため、ここでは、ソース／ドレイン拡散層１１の深さの範囲内において、半導体基板
３の表面に対して十分な深さｄ１となるように、シリサイド膜（応力印加層）１３を成長
させることが重要である。
【００５０】
　次に、図３（４）に示すように、ダミーゲート構造Ａおよびシリサイド膜（応力印加層
）１３を埋め込む状態で、例えば酸化シリコンからなる層間絶縁膜１５を成膜する。
【００５１】
　次いで、図４（１）に示すように、ダミーゲート構造Ａにおけるダミーのゲート電極３
７ａが露出するまで層間絶縁膜１５の表面をＣＭＰ法によって研磨する。
【００５２】
　次に、図４（２）に示すように、ポリシリコンまたはアモルファスシリコンからなるダ
ミーのゲート電極３７ａをドライエッチングにより除去した後に、酸化シリコンからなる
ダミーのゲート絶縁膜３５をウェットエッチングにより除去する。これにより、半導体基
板３とシリサイド膜（応力印加層）１３とを覆う層間絶縁膜１５に、ダミーゲート構造Ａ
を除去してなる溝パターン１７を形成し、溝パターン１７の底面に半導体基板３を露出さ
せる。この溝パターン１７は、サイドウォール９（９-1，９-2）によって側壁が規定され
たものになる。
【００５３】
　次に、図４（３）に示すように、溝パターン１７の底部における半導体基板３の露出面
を掘り下げ、半導体基板３に凹部３ａを形成するリセスエッチングを行い、シリサイド膜
（応力印加層）１３との間に離間させた位置において溝パターン１７を掘り下げる。
【００５４】
　この際、半導体基板３の表面に対して、シリサイド膜（応力印加層）１３の深さｄ１と
した場合、凹部３ａの深さｄ２（すなわちチャネル深さｄ２）が、［ｄ２］＜［ｄ１］と
なるようにする。尚、この範囲においての凹部３ａのチャネル深さｄ２の最適値について
は、ここで形成するＭＯＳトランジスタ（電界効果トランジスタ）のチャネル部に印加さ
れる応力が最も高くなるように、実験的に求められることとする。
【００５５】
　このようなリセスエッチングには、プラズマ雰囲気中で酸化を行うプラズマ酸化によっ
て単結晶シリコンからなる半導体基板３の表面に１～２ｎｍ程度の膜厚の酸化シリコン膜
を形成した後、フッ酸のウェットエッチングにより酸化シリコン膜を除去する手法を適用
する。プラズマ酸化とウェットエッチングとは、チャネル深さｄ２に合わせて必要回数繰
り返し行うこととする。これにより、リセスエッチングによって露出する半導体基板３の
露出面にダメージが加わることを防止する。またこの際のプラズマ酸化は、不純物の熱に
よる再拡散を防ぐために５００℃以下で行うことが望ましい。
【００５６】
　尚、半導体基板３の表面酸化には、上記のプラズマ酸化以外に、オゾンを用いた酸化や
、ガスを用いた酸化を行っても良い。またシリコン表面をドライエッチング法によって直
接エッチングする方法もある。
【００５７】
　次に、図４（４）に示すように、半導体基板３の表面を掘り下げた溝パターン１７の内
壁を覆う状態で、ゲート絶縁膜５を成膜する。ここでは、ＣＶＤ法やＡＬＤ法などにより
、上述した高誘電率材料からなるゲート絶縁膜５を成膜することが好ましい。
【００５８】
　次に、図５（１）に示すように、溝パターン１７の内部を埋め込む状態で、ゲート絶縁
膜５を介してゲート電極材料膜７ａを成膜する。ここでは、ゲート電極材料膜７ａとして
、メタルゲート用の金属層をＣＶＤ法、ＰＶＤ法、またはＡＬＤ法によって成膜する。こ
のゲート電極材料膜７ａは、単層または積層構造であって良く、装置の構成において述べ
た各材料を用いて成膜されることとする。
【００５９】
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　次に、図５（２）に示すように、層間絶縁膜１５が露出するまで、ゲート電極材料膜７
ａとゲート絶縁膜５をＣＭＰによって研磨する。これにより、溝パターン１７内に、ゲー
ト絶縁膜５を介してゲート電極材料膜７ａを残してなるゲート電極７を形成する。
【００６０】
　以上の後には必要に応じて、図５（３）に示すように、層間絶縁膜１５およびゲート電
極７を覆う状態で、酸化シリコンからなる上層絶縁膜１９を成膜する。次いで、上層絶縁
膜１９および層間絶縁膜１５に、シリサイド膜（応力印加層）１３に達する接続孔２１を
形成する。そして、これらの接続孔２１を埋め込むプラグおよびこれに接続する配線２３
を形成する。
【００６１】
　以上により図１を用いて説明したように、半導体基板３の表面を掘り下げた凹部３ａ内
にゲート絶縁膜５を介して設けられたゲート電極７が設けられ、ゲート電極７両脇のソー
ス／ドレイン拡散層１１の表面を覆う状態で半導体基板３の表面よりも深くシリサイド膜
（応力印加層）１３を設けた構成の半導体装置１-1が得られる。
【００６２】
　そして以上説明した製造方法によれば、図４（２）を用いて説明したように、シリサイ
ド膜（応力印加層）１３が形成された状態でダミーゲート構造Ａを除去することにより、
シリサイド膜（応力印加層）１３からダミーゲート構造Ａ下の半導体基板３部分に印加さ
れる応力が、ダミーのゲート電極３７ａからの反作用により弱められることが防止される
。このため、チャネル部ｃｈに対して、シリサイド膜（応力印加層）１３からの応力が効
果的に印加された状態となる。
【００６３】
　そして特に、次の図４（３）で用いて説明したように、ダミーゲート構造Ａを除去した
溝パターン１７の底部の半導体基板３をさらに掘り下げることにより、半導体基板３の表
面よりも深い位置がチャネル部ｃｈとなる。これにより、このチャネル部ｃｈには、シリ
サイド膜（応力印加層）１３の深さ方向にわたって当該シリサイド膜（応力印加層）１３
間の半導体基板３部分に印加される応力が、集約的に印加されるようになる。したがって
、シリサイド膜（応力印加層）１３からの応力を効果的にかつ集約させた状態でチャネル
部ｃｈに印加させることが可能な構成の半導体装置１-1を作製することが可能になる。
【００６４】
≪第２実施形態の半導体装置の構成≫
　図６は、本発明を適用した第２実施形態の半導体装置１-2の要部断面図である。この図
に示す半導体装置１-2は、電界効果型トランジスタ構成の半導体装置である。この図に示
す半導体装置１-2が、図1を用いて説明した第１実施形態と異なるところは、ソース／ド
レイン拡散層１１およびシリサイド膜（応力印加層）１３が設けられている半導体基板３
の表面部分が、リセスエッチングによって掘り込まれているところにある。これ以外の構
成は、第１実施形態と同様である。
【００６５】
　すなわち、第１実施形態と同様に、単結晶シリコンからなる半導体基板３には、表面を
掘り下げてリセスした凹部３ａが設けられている。そして、半導体基板３上には、この凹
部３ａを埋め込む状態でゲート絶縁膜５を介してゲート電極７が設けられている。ゲート
電極７の両脇には、絶縁性のサイドウォール９が設けられている。また、本第２実施形態
においては、サイドウォール９が設けられたゲート電極７の両脇における半導体基板３の
表面がリセスエッチングによって掘り下げられており、掘り下げられた表面側にソース／
ドレイン拡散層１１が設けられている。このソース／ドレイン拡散層１１の表面は、シリ
サイド膜１３で覆われている。
【００６６】
　そして特に本第２実施形態においても、このシリサイド膜１３が、ゲート電極７下部に
おける半導体基板３のチャネル部ｃｈに対して応力を加えるための応力印加層としても設
けられているところが特徴的である。このようなシリサイド膜（応力印加層）１３は、次
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の製造方法で詳細に説明するように、ソース／ドレイン拡散層９が形成されている半導体
基板３の露出面においてシリサイド化されたものであり、ソース／ドレイン拡散層９の深
さの範囲において、半導体基板３の表面から十分な深さｄ１を有して設けられている。
【００６７】
　ここで、半導体基板３の表面に対する、シリサイド膜（応力印加層）１３の深さｄ１と
、ゲート絶縁膜５およびゲート電極７が埋め込まれた凹部３ａの深さ、すなわちチャネル
部ｃｈの深さｄ２とは、［ｄ２］＜［ｄ１］であることも第１実施形態と同様である。さ
らに、チャネル部ｃｈの深さｄ２の最適な深さについては、チャネル部ｃｈに印加される
応力が最も高くなるように、実験的に求められることも第１実施形態と同様である。
【００６８】
　尚、本第２実施形態では、シリサイド膜（応力印加層）１３の膜厚の範囲、すなわちシ
リサイド膜（応力印加層）１３の表面と深さｄ１の位置（裏面）との間に、凹部３ａの底
部が配置されることが好ましい。
【００６９】
　また、この場合であっても、第１実施形態と同様に、シリサイド膜１３は、例えばコバ
ルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）,プラチナ（Ｐｔ）などのシリサイドからなるものであ
れば、半導体基板３に対して引っ張り応力を印加する応力印加層となり、ｎチャンネル型
の電界効果型トランジスタに好ましく適用される。一方、シリサイド膜１３が圧縮応力を
持つものであれば、このようなシリサイド膜１３を備えた半導体装置１-2は、pチャンネ
ル型の電界効果型トランジスタに好ましく適用される。
【００７０】
　またゲート絶縁膜５およびゲート電極７は、第１実施形態と同様に、例えばダマシンゲ
ート構造であって、絶縁性のサイドウォール９を備えている。この構造においては、例え
ば半導体基板３とシリサイド膜（応力印加層）１３とを覆う層間絶縁膜１５に、サイドウ
ォール９によって側壁が規定された溝パターン１７が設けられている。この溝パターン１
７の底面は、さらに半導体基板３部分を掘り下げた凹部３ａの底部に設定されている。そ
して、この溝パターン１７の内壁を覆う状態でゲート絶縁膜５が設けられ、このゲート絶
縁膜５を介して溝パターン１７内を埋め込む状態でゲート電極７が設けられている。
【００７１】
　尚、このような半導体装置１-2は、さらに必要に応じて上層絶縁膜１９で覆われていて
も良い。この場合、この上層絶縁膜１９と層間絶縁膜１５とに、例えばシリサイド膜(応
力印加層）１３に達する接続孔２１を設け、この接続孔２１の底部においてシリサイド膜
（応力印加層）１３を介してソース／ドレイン拡散層１１に接続された配線２３を設ける
ことができる。
【００７２】
　またゲート絶縁膜５は、物理的な膜厚を維持しつつ実効膜厚を下げるために、高誘電率
（Ｈｉｇｈ－Ｋ）絶縁膜で構成されていることが好ましいことも第１実施形態と同様であ
り、誘電率絶縁膜としては用いられる材料も同様である。
【００７３】
　またゲート電極７の構造および構成材料も、第１実施形態で示したと同様の構成および
構成材料が適用される。
【００７４】
　以上のような構成の半導体装置１-2であっても、半導体基板３においてゲート絶縁膜５
との界面側に設けられるチャネル部ｃｈが、シリサイド膜（応力印加層）１３間において
半導体基板３の表面よりも深い部分に設定された状態となる。
【００７５】
　これにより、シリサイド膜（応力印加層）１３の深さ方向にわたって当該シリサイド膜
（応力印加層）１３間の半導体基板３部分に印加される応力が、シリサイド膜（応力印加
層）１３の深さ方向の中間部に位置するチャネル部ｃｈに対して集約的に印加されるよう
になる。したがって、半導体基板３の表面とほぼ同一高さにチャネル部が形成される従来
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構成と比較して、シリサイド膜（応力印加層）１３からの応力をより効果的にチャネル部
ｃｈに対して印加させることができる。
【００７６】
　この結果、シリサイド膜（応力印加層）１３を構成する材料濃度によらずにキャリア移
動度の向上を図ることが可能になるため、半導体装置１-2のさらなる高機能化を図ること
が可能になる。
【００７７】
≪第２実施形態の半導体装置の製造方法≫
　図７は、図６を用いて説明した第２実施形態の半導体装置１-2の製造方法の特徴部を示
す断面工程図である。以下、この図および第１実施形態の製造方法で用いた断面工程図に
基づいて第２実施形態の製造方法を説明する。
【００７８】
　先ず、第１実施形態において図２（１）～図３（２）を用いて説明した工程を同様に行
なう。
【００７９】
　これにより、図７（１）に示すように、単結晶シリコンからなる半導体基板３の表面側
に、素子分離３１を形成し、さらにハードマスク層３９、ダミーのゲート電極膜３７、お
よびダミーのゲート絶縁膜３５を、ゲート電極の形状にパターンエッチングしてダミーゲ
ート構造Ａを形成する。また、ダミーゲート構造Ａの側壁に、絶縁性の第１サイドウォー
ル９-1と、この外側の第２サイドウォール９-2とを合わせたサイドウォール９を形成する
。さらに、サイドウォール９の外側に、エクステンション１１ｅを有するソース・ドレイ
ン拡散層１１を形成する。
【００８０】
　次に、図７（２）に示すように、半導体基板３の露出表面、すなわちソース／ドレイン
拡散層１１の露出表面をリセスエッチングすることによって掘り下げる。
【００８１】
　その後、図７（３）に示すように、サリサイドプロセス技術によってソース・ドレイン
拡散層１１の表面に、コバルト（Ｃｏ）,ニッケル（Ｎｉ）,プラチナ（Ｐｔ）などの金属
のシリサイド膜１３を応力印加層として形成する。またこのシリサイド膜１３により、ソ
ース・ドレイン拡散層１１のコンタクト抵抗を低減させる。この際、ソース・ドレイン拡
散層１１の表面、すなわち単結晶シリコンからなる半導体基板３の表面においては、シリ
サイド化の進行にともなって深さ方向にもシリサイド膜（応力印加層）１３が成長する。
このため、ここでは、ソース／ドレイン拡散層１１の深さの範囲内において、半導体基板
３の表面に対して十分な深さｄ１となるように、シリサイド膜（応力印加層）１３を成長
させることが重要である。
【００８２】
　以上の後には、第１実施形態において図３（４）～図５（３）を用いて説明した工程を
同様に行なう。
【００８３】
　すなわち、層間絶縁膜１５を成膜し、ダミーゲート構造Ａにおけるダミーのゲート電極
３７ａが露出するまで層間絶縁膜１５の表面をＣＭＰ法によって研磨し、その後、ダミー
ゲート構造Ａを除去してなる溝パターン１７を形成して溝パターン１７の底面に半導体基
板３を露出させる。この溝パターン１７は、サイドウォール９（９-1，９-2）によって側
壁が規定されたものになる。
【００８４】
　次に、溝パターン１７の底部における半導体基板３の露出面を掘り下げ、半導体基板３
に凹部３ａを形成するリセスエッチングを行い、シリサイド膜（応力印加層）１３との間
に離間させた位置において溝パターン１７を掘り下げる。この際、半導体基板３の表面に
対して、シリサイド膜（応力印加層）１３の深さｄ１とした場合、凹部３ａの深さｄ２（
すなわちチャネル深さｄ２）が、［ｄ２］＜［ｄ１］となるようにする。ただし、本第２



(12) JP 4770885 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

実施形態では、シリサイド膜（応力印加層）１３の膜厚の範囲、すなわちシリサイド膜（
応力印加層）１３の表面と深さｄ１の位置（裏面）との間に、凹部３ａの底部が位置する
ようにリセスエッチングを行なうことが好ましい。
【００８５】
　さらに、半導体基板３の表面を掘り下げた溝パターン１７の内壁を覆う状態で、ゲート
絶縁膜５を成膜し、次いでゲート電極材料膜７ａを成膜し、これらをＣＭＰによって研磨
することにより、溝パターン１７内にゲート絶縁膜５を介してゲート電極材料膜７ａを残
してなるゲート電極７を形成する。その後、必要に応じて、上層絶縁膜１９、接続孔２１
、および配線２３を形成する。
【００８６】
　以上により図６を用いて説明したように、半導体基板３の表面を掘り下げた凹部３ａ内
にゲート絶縁膜５を介して設けられたゲート電極７が設けられ、ゲート電極７両脇のソー
ス／ドレイン拡散層１１の表面を覆う状態で半導体基板３の表面よりも深くシリサイド膜
（応力印加層）１３を設けた構成の半導体装置１-2が得られる。
【００８７】
　そして以上説明した製造方法であっても、第１実施形態の製造方法と同様に、シリサイ
ド膜（応力印加層）１３が形成された状態でダミーゲート構造Ａの除去が行われる。この
ため、シリサイド膜（応力印加層）１３からダミーゲート構造Ａ下の半導体基板３部分に
印加される応力が、ダミーのゲート電極３７ａからの反作用により弱められることが防止
される。このため、チャネル部ｃｈに対して、シリサイド膜（応力印加層）１３からの応
力が効果的に印加された状態となる。
【００８８】
　また第１実施形態と同様に、ダミーゲート構造Ａを除去した溝パターン１７の底部の半
導体基板３をさらに掘り下げることにより、半導体基板３の表面よりも深い位置がチャネ
ル部ｃｈとなる。これにより、このチャネル部ｃｈには、シリサイド膜（応力印加層）１
３の深さ方向にわたって当該シリサイド膜（応力印加層）１３間の半導体基板３部分に印
加される応力が、集約的に印加されるようになる。したがって、シリサイド膜（応力印加
層）１３からの応力を効果的にかつ集約させた状態でチャネル部ｃｈに印加させることが
可能な構成の半導体装置１-2を作製することが可能になる。
【００８９】
≪第３実施形態の半導体装置の構成≫
　図８は、本発明を適用した第３実施形態の半導体装置１-3の要部断面図である。この図
に示す半導体装置１-3は、電界効果型トランジスタ構成の半導体装置である。この図に示
す半導体装置１-3が、図1を用いて説明した第１実施形態と異なるところは、ゲート絶縁
膜５が、溝パターン１７の内壁全面を覆っておらず、内壁の上部を露出する状態で設けら
れているところにある。これ以外の構成は、第１実施形態と同様である。
【００９０】
　すなわち、第１実施形態と同様に、単結晶シリコンからなる半導体基板３には、表面を
掘り下げてリセスした凹部３ａが設けられている。そして、半導体基板３上には、この凹
部３ａを埋め込む状態でゲート絶縁膜５を介してゲート電極７が設けられている。ゲート
電極７の両脇には、絶縁性のサイドウォール９が設けられている。また、サイドウォール
９が設けられたゲート電極７の両脇における半導体基板３の表面側にはソース／ドレイン
拡散層１１が設けられている。このソース／ドレイン拡散層１１の表面は、シリサイド膜
１３で覆われている。
【００９１】
　そして特に本第３実施形態においても、このシリサイド膜１３が、ゲート電極７下部に
おける半導体基板３のチャネル部ｃｈに対して応力を加えるための応力印加層としても設
けられているところが特徴的である。このようなシリサイド膜（応力印加層）１３は、次
の製造方法で詳細に説明するように、ソース／ドレイン拡散層９が形成されている半導体
基板３の露出面においてシリサイド化されたものであり、ソース／ドレイン拡散層９の深
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さの範囲において、半導体基板３の表面から十分な深さｄ１を有して設けられている。
【００９２】
　ここで、半導体基板３の表面に対する、シリサイド膜（応力印加層）１３の深さｄ１と
、ゲート絶縁膜５およびゲート電極７が埋め込まれた凹部３ａの深さ、すなわちチャネル
部ｃｈの深さｄ２とは、［ｄ２］＜［ｄ１］であることも第１実施形態と同様である。さ
らに、チャネル部ｃｈの深さｄ２の最適な深さについては、チャネル部ｃｈに印加される
応力が最も高くなるように、実験的に求められることも第１実施形態と同様である。
【００９３】
　さらに、シリサイド膜（応力印加層）１３の膜厚の範囲、すなわち膜（応力印加層）１
３の表面と深さｄ１の位置（裏面）との間に、チャネル部ｃｈが配置されることが好まし
いことも第１実施形態と同様である。
【００９４】
　また、この場合であっても、第１実施形態と同様に、シリサイド膜１３は、例えばコバ
ルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）,プラチナ（Ｐｔ）などのシリサイドからなるものであ
れば、半導体基板３に対して引っ張り応力を印加する応力印加層となり、ｎチャンネル型
の電界効果型トランジスタに好ましく適用される。一方、シリサイド膜１３が圧縮応力を
持つものであれば、このようなシリサイド膜１３を備えた半導体装置１-3は、pチャンネ
ル型の電界効果型トランジスタに好ましく適用される。
【００９５】
　またゲート絶縁膜５およびゲート電極７は、第１実施形態と同様に、例えばダマシンゲ
ート構造であって、絶縁性のサイドウォール９を備えている。この構造においては、例え
ば半導体基板３とシリサイド膜（応力印加層）１３とを覆う層間絶縁膜１５に、サイドウ
ォール９によって側壁が規定された溝パターン１７が設けられている。この溝パターン１
７の底面は、さらに半導体基板３部分を掘り下げた凹部３ａの底部に設定されている。そ
して、特に本第３実施形態においては、この溝パターン１７の下部である凹部３ａの内壁
を覆うが、溝パターン１７の内壁の上部を露出する状態でゲート絶縁膜５が設けられ、こ
のゲート絶縁膜５を介して溝パターン１７内を埋め込む状態でゲート電極７が設けられて
いる。
【００９６】
　尚、このような半導体装置１-3は、さらに必要に応じて上層絶縁膜１９で覆われていて
も良い。この場合、この上層絶縁膜１９と層間絶縁膜１５とに、例えばシリサイド膜(応
力印加層）１３に達する接続孔２１を設け、この接続孔２１の底部においてシリサイド膜
（応力印加層）１３を介してソース／ドレイン拡散層１１に接続された配線２３を設ける
ことができる。
【００９７】
　またゲート絶縁膜５は、物理的な膜厚を維持しつつ実効膜厚を下げるために、高誘電率
（Ｈｉｇｈ－Ｋ）絶縁膜で構成されていることが好ましいことも第１実施形態と同様であ
り、誘電率絶縁膜としては用いられる材料も同様である。
【００９８】
　またゲート電極７の構造および構成材料も、第１実施形態で示したと同様の構成および
構成材料が適用される。
【００９９】
　以上のような構成の半導体装置１-3であっても、半導体基板３においてゲート絶縁膜５
との界面側に設けられるチャネル部ｃｈが、シリサイド膜（応力印加層）１３間において
半導体基板３の表面よりも深い部分に設定された状態となる。
【０１００】
　これにより、シリサイド膜（応力印加層）１３の深さ方向にわたって当該シリサイド膜
（応力印加層）１３間の半導体基板３部分に印加される応力が、シリサイド膜（応力印加
層）１３の深さ方向の中間部に位置するチャネル部ｃｈに対して集約的に印加されるよう
になる。したがって、半導体基板３の表面とほぼ同一高さにチャネル部が形成される従来
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構成と比較して、シリサイド膜（応力印加層）１３からの応力をより効果的にチャネル部
ｃｈに対して印加させることができる。
【０１０１】
　この結果、シリサイド膜（応力印加層）１３を構成する材料濃度によらずにキャリア移
動度の向上を図ることが可能になるため、半導体装置１-3のさらなる高機能化を図ること
が可能になる。
【０１０２】
　また本第３実施形態では、ゲート絶縁膜５は、溝パターン１７の下部を構成する凹部３
ａの内壁のみに設けられていて、溝パターン１７の内壁上部を露出する状態で設けられた
構成となる。このため、高誘電率材料からなるゲート絶縁膜５が、ゲート電極７と配線２
３との間に存在せず、ゲート電極７－配線２３間の寄生容量による素子性能の低下を防止
できると言った効果を得ることが可能である。
【０１０３】
≪第３実施形態の半導体装置の製造方法≫
　図９～図１１は、図８を用いて説明した第３実施形態の半導体装置１-3の製造方法を示
す断面工程図である。以下これらの図に基づいて第３実施形態の製造方法を説明する。
【０１０４】
　先ず、図９（１）に示すように、半導体基板の表面側に素子分離を形成し、さらに、こ
こでの図示を省略した保護膜を形成し、これを介してしきい値調整用の不純物のイオン注
入を行い、イオン注入後に保護膜を除去するまでを第１実施形態と同様に行う。
【０１０５】
　次に、図９（２）に示すように、半導体基板３における素子分離３１で分離された間に
、以降に形成するゲート電極の形成部に一致させた溝形状の凹部３ａを形成する。この凹
部３ａは、光リソグラフィー技術や電子ビームリソグラフィー技術を適用して形成したレ
ジストパターンをマスクにした半導体基板３のリセスエッチングによって形成する。尚、
ここでは、この凹部３ａの表面層がチャネル部となるため、凹部３ａの深さが第実施形態
で説明したチャネル深さｄ２となる。このチャネル深さｄ２は、先の第１実施形態と同様
であり、後で形成するシリサイド膜（応力印加層）の深さｄ１に対して、［ｄ２］＜［ｄ
１］となるようにする。
【０１０６】
　次に、図９（３）に示すように、半導体基板３の表面を掘り下げた凹部３ａの内壁を覆
う状態で、ＣＶＤ法やＡＬＤ法などにより上述した高誘電率材料からなるゲート絶縁膜５
を成膜する。尚、ここでは予め高誘電率材料からなるゲート絶縁膜５を成膜しているが、
ゲート絶縁膜５に代えてダミーの酸化膜を形成しても良い。
【０１０７】
　その後、図９（４）に示すように、ゲート絶縁膜５上に、ポリシリコンまたはアモルフ
ァスシリコンからなるダミーのゲート電極膜３７、さらには窒化シリコンからなるハード
マスク層３９を順次成膜する。
【０１０８】
　次に、図９（５）に示すように、ここでの図示を省略したレジストパターンをマスクに
してハードマスク層３９をエッチングし、ハードマスク層３９をパターニングする。その
後、パターニングされたハードマスク層３９上からのエッチングより、ダミーのゲート電
極膜３７をパターニングしてダミーのゲート電極３７ａとする。ダミーのゲート電極膜３
７のパターニングにおいては、高誘電率材料からなるゲート絶縁膜５をストッパにしたエ
ッチングを行うことにより、ダミーゲート構造Ａの両脇の半導体基板３の表面にエッチン
グダメージが入ることを防止する。このようなエッチングには、エッチングガスとしては
例えばＨＢｒ／Ｏ2などを用いたドライエッチングを行う。
【０１０９】
　また、以上のドライエッチングに続けてゲート絶縁膜５のエッチングを行い、ダミーゲ
ート構造Ａ下のみにゲート絶縁膜５を残す。
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【０１１０】
　尚、図示した例においては、ダミーゲート構造Ａが凹部３ａに対して一致した状態を示
している。しかしながら、ダミーゲート構造Ａは、凹部３ａに重ねて設けられていれば良
く、これらのパターンがずれていても良い。
【０１１１】
　すなわち、図１０（１）に示すように、ダミーゲート構造Ａの側壁に、絶縁性の第１サ
イドウォール９-1を形成する。その後、イオン注入によって、ソース／ドレイン拡散層の
エクステンション１１ｅを形成するための不純物を、半導体基板３の表面層に導入する。
この際、イオン注入の打ち分けによりｐＭＯＳ領域とｎＭＯＳ領域とで異なる不純物を導
入することは、第１実施形態と同様である。尚、この工程は必要に応じて行えば良い。
【０１１２】
　次いで、図１０（２）に示すように、第１サイドウォール９-1の外側に、絶縁性の第２
サイドウォール９-2を形成する。尚、第１サイドウォール９-1と、この外側の第２サイド
ウォール９-2とを、合わせてサイドウォール９と称する。
【０１１３】
　その後、ソース・ドレイン拡散層１１を形成するための不純物の注入を行い、さらに不
純物を活性化させるための熱処理を行う。尚、ダミーゲート構造Ａと凹部３ａとのパター
ンがずれていて、凹部３ａの底面がダミーゲート構造Ａから露出している場合、凹部３ａ
の露出部分が第２サイドウォール９-2で完全に覆われるようにすることが好ましい。
【０１１４】
　その後、図１０（３）に示すように、サリサイドプロセス技術によってサイドウォール
９の外側のソース・ドレイン拡散層１１の表面に、コバルト（Ｃｏ）,ニッケル（Ｎｉ）,
プラチナ（Ｐｔ）などの金属のシリサイド膜１３を応力印加層として形成する。またこの
シリサイド膜１３により、ソース・ドレイン拡散層１１のコンタクト抵抗を低減させる。
この際、ソース・ドレイン拡散層１１の表面、すなわち単結晶シリコンからなる半導体基
板３の表面においては、シリサイド化の進行にともなって深さ方向にもシリサイド膜（応
力印加層）１３が成長する。このため、ここでは、ソース／ドレイン拡散層１１の深さの
範囲内において、半導体基板３の表面に対して十分な深さｄ１となり、かつ凹部３ａの深
さｄ２に対して［ｄ２］＜［ｄ１］となるように、シリサイド膜（応力印加層）１３を成
長させることが重要である。
【０１１５】
　その後、図１０（４）に示すように、ダミーゲート構造Ａおよびシリサイド膜（応力印
加層）１３を埋め込む状態で、例えば酸化シリコンからなる層間絶縁膜１５を成膜する。
【０１１６】
　次いで、図１１（１）に示すように、ダミーゲート構造Ａにおけるダミーのゲート電極
３７ａが露出するまで層間絶縁膜１５の表面をＣＭＰ法によって研磨する。
【０１１７】
　次に、図１１（２）に示すように、ゲート絶縁膜５を残して、ポリシリコンまたはアモ
ルファスシリコンからなるダミーのゲート電極３７ａをドライエッチングにより除去する
。これにより、半導体基板３とシリサイド膜（応力印加層）１３とを覆う層間絶縁膜１５
に、ダミーゲート構造Ａを除去してなる溝パターン１７を形成する。溝パターン１７の底
面はゲート絶縁膜５で覆われた状態となるが、この溝パターン１７は、凹部３ａに重ねて
形成される。またこの溝パターン１７は、サイドウォール９（９-1，９-2）によって側壁
が規定されたものになる。尚、本実施例では予め高誘電率膜からなるゲート絶縁膜３を形
成してあるが、ダミーのゲート絶縁膜を形成している場合は、ここでダミーのゲート絶縁
膜も除去する。
【０１１８】
　次に、図１１（３）に示すように、溝パターン１７の内部を埋め込む状態でゲート電極
７を形成する。この際、先ず溝パターン１７の内部を埋め込む状態で、ゲート絶縁膜５を
介してゲート電極材料膜を成膜する。ここでは、ゲート電極材料膜として、メタルゲート



(16) JP 4770885 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

用の金属層をＣＶＤ法、ＰＶＤ法、またはＡＬＤ法によって成膜する。このゲート電極材
料膜７は、単層または積層構造であって良く、第１実施形態において述べた各材料を用い
て成膜されることとする。その後、層間絶縁膜１５が露出するまで、ゲート電極材料膜を
ＣＭＰによって研磨する。これにより、溝パターン１７内に、ゲート絶縁膜５を介してゲ
ート電極材料膜を残してなるゲート電極７を形成する。尚、ダミーゲート絶縁膜を除去し
ていた場合は、ゲート電極材料膜の成膜前に、ゲート絶縁膜を成膜しておくものとする。
【０１１９】
　以上の後には必要に応じて、図１１（４）に示すように、層間絶縁膜１５およびゲート
電極７を覆う状態で、酸化シリコンからなる上層絶縁膜１９を成膜する。次いで、上層絶
縁膜１９および層間絶縁膜１５に、シリサイド膜（応力印加層）１３に達する接続孔２１
を形成する。そして、これらの接続孔２１を埋め込むプラグおよびこれに接続する配線２
３を形成する。
【０１２０】
　以上により図８を用いて説明したように、半導体基板３の表面を掘り下げた凹部３ａ内
にゲート絶縁膜５を介して設けられたゲート電極７が設けられ、ゲート電極７両脇のソー
ス／ドレイン拡散層１１の表面を覆う状態で半導体基板３の表面よりも深くシリサイド膜
（応力印加層）１３を設けた構成の半導体装置１-3が得られる。
【０１２１】
　そして以上説明した製造方法であっても、図１１（２）を用いて説明したように、シリ
サイド膜（応力印加層）１３が形成された状態でダミーのゲート電極３７ａの除去が行わ
れる。このため、シリサイド膜（応力印加層）１３からダミーゲート構造Ａ下の半導体基
板３部分に印加される応力が、ダミーのゲート電極３７ａからの反作用により弱められる
ことが防止される。このため、チャネル部ｃｈに対して、シリサイド膜（応力印加層）１
３からの応力が効果的に印加された状態となる。
【０１２２】
　また、半導体基板３をさらに掘り下げた凹部３ａを溝パターン１７の底部としたことに
より、半導体基板３の表面よりも深い位置がチャネル部ｃｈとなる。これにより、このチ
ャネル部ｃｈには、シリサイド膜（応力印加層）１３の深さ方向にわたって当該シリサイ
ド膜（応力印加層）１３間の半導体基板３部分に印加される応力が、集約的に印加される
ようになる。したがって、第1実施形態と同様に、シリサイド膜（応力印加層）１３から
の応力を効果的にかつ集約させた状態でチャネル部ｃｈに印加させることが可能な構成の
半導体装置１-3を作製することが可能になる。
【０１２３】
≪第３実施形態の半導体装置の製造方法（変形例）≫
　図１２～図１４は、図８を用いて説明した第３実施形態の半導体装置１-3の製造方法の
変形例を示す断面工程図である。以下これらの図に基づいて第３実施形態の製造方法の変
形例を説明する。
【０１２４】
　先ず、図１２（１）、（２）は、第３実施形態の手順と同様に行なう。
【０１２５】
　すなわち、図１２（１）に示すように、半導体基板の表面側に素子分離を形成し、さら
に、ここでの図示を省略した保護膜を形成し、これを介してしきい値調整用の不純物のイ
オン注入を行い、イオン注入後に保護膜を除去するまでを第１実施形態と同様に行う。
【０１２６】
　次に、図１２（２）に示すように、半導体基板３における素子分離３１で分離された間
に、以降に形成するゲート電極の形成部に一致させた溝形状の凹部３ａを形成する。この
凹部３ａは、光リソグラフィー技術や電子ビームリソグラフィー技術を適用して形成した
レジストパターンをマスクにした半導体基板３のリセスエッチングによって形成する。尚
、ここでは、この凹部３ａの表面層がチャネル部となるため、凹部３ａの深さが第実施形
態で説明したチャネル深さｄ２となる。このチャネル深さｄ２は、先の第１実施形態と同
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様に例と同様であり、後で形成するシリサイド膜（応力印加層）の深さｄ１に対して、［
ｄ２］＜［ｄ１］となるようにする。
【０１２７】
　次に、図１２（３）に示すように、半導体基板３の表面を掘り下げた凹部３ａの内壁を
覆う状態で、ＣＶＤ法やＡＬＤ法などにより上述した高誘電率材料からなるゲート絶縁膜
５を成膜する。そしてこの変形例では、さらにゲート絶縁膜５上に、キャップ膜５０をＣ
ＶＤ法、ＰＶＤ法、またはＡＬＤ法などにより成膜する。このキャップ膜５０は、以降の
工程においてゲート絶縁膜５を保護するためのものである。このようなキャップ膜５０と
して、例えば窒化チタン（ＴｉＮ）膜を１～１０ｎｍ程度の膜厚で形成する。
【０１２８】
　その後、図１２（４）に示すように、キャップ膜５０上に、ポリシリコンまたはアモル
ファスシリコンからなるダミーのゲート電極膜３７、さらには窒化シリコンからなるハー
ドマスク層３９を順次成膜する。
【０１２９】
　次に、図１２（５）に示すように、ここでの図示を省略したレジストパターンをマスク
にしてハードマスク層３９をエッチングし、ハードマスク層３９をパターニングする。そ
の後、パターニングされたハードマスク層３９上からのエッチングより、ダミーのゲート
電極膜３７をパターニングしてダミーのゲート電極３７ａとする。またこのダミーのゲー
ト電極３７のエッチングに続けて、キャップ膜５０、さらにはゲート絶縁膜５のエッチン
グを行う。これにより、ダミーゲート構造Ａ下のみにゲート絶縁膜５を残す。
【０１３０】
　その後、図１３（１）～図１４（１）までは、第３実施形態において図１０（１）～図
１１（１）を用いて説明したと同様に行なう。
【０１３１】
　すなわち図１３（１）に示すように、ダミーゲート構造Ａの側壁に、絶縁性の第１サイ
ドウォール９-1を形成する。その後、イオン注入によって、ソース／ドレイン拡散層のエ
クステンション１１ｅを形成するための不純物を、半導体基板３の表面層に導入する。こ
の際、イオン注入の打ち分けによりｐＭＯＳ領域とｎＭＯＳ領域とで異なる不純物を導入
することは、第１実施形態と同様である。尚、この工程は必要に応じて行えば良い。
【０１３２】
　次いで、図１３（２）に示すように、第１サイドウォール９-1の外側に、絶縁性の第２
サイドウォール９-2を形成する。尚、第１サイドウォール９-1と、この外側の第２サイド
ウォール９-2とを、合わせてサイドウォール９と称する。
【０１３３】
　その後、ソース・ドレイン拡散層１１を形成するための不純物の注入を行い、さらに不
純物を活性化させるための熱処理を行う。尚、ダミーゲート構造Ａと凹部３ａとのパター
ンがずれていて、凹部３ａの底面がダミーゲート構造Ａから露出している場合、凹部３ａ
の露出部分が第２サイドウォール９-2で完全に覆われるようにすることが好ましい。
【０１３４】
　その後、図１３（３）に示すように、サリサイドプロセス技術によってソース・ドレイ
ン拡散層１１の表面に、コバルト（Ｃｏ）,ニッケル（Ｎｉ）,プラチナ（Ｐｔ）などの金
属のシリサイド膜１３を応力印加層として形成する。またこのシリサイド膜１３により、
ソース・ドレイン拡散層１１のコンタクト抵抗を低減させる。この際、ソース・ドレイン
拡散層１１の表面、すなわち単結晶シリコンからなる半導体基板３の表面においては、シ
リサイド化の進行にともなって深さ方向にもシリサイド膜（応力印加層）１３が成長する
。このため、ここでは、ソース／ドレイン拡散層１１の深さの範囲内において、半導体基
板３の表面に対して十分な深さｄ１となり、かつ凹部３ａの深さｄ２に対して［ｄ２］＜
［ｄ１］となるように、シリサイド膜（応力印加層）１３を成長させることが重要である
。
【０１３５】
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　その後、図１３（４）に示すように、ダミーゲート構造Ａおよびシリサイド膜（応力印
加層）１３を埋め込む状態で、例えば酸化シリコンからなる層間絶縁膜１５を成膜する。
【０１３６】
　次いで、図１４（１）に示すように、ダミーゲート構造Ａにおけるダミーのゲート電極
３７ａが露出するまで層間絶縁膜１５の表面をＣＭＰ法によって研磨する。
【０１３７】
　その後、図１４（２）に示すように、キャップ膜５０をエッチングストッパーとして、
ポリシリコンまたはアモルファスシリコンからなるダミーのゲート電極３７ａをドライエ
ッチングにより除去する。これにより、高誘電率材料からなるゲート絶縁膜５にダメージ
が入ることを抑制する。
【０１３８】
　次に、図１４（３）に示すように、下地に対するエッチングダメージの小さいウェット
エッチングやドライエッチングによって、キャップ膜５０を選択的に除去する。これによ
り、半導体基板３とシリサイド膜（応力印加層）１３とを覆う層間絶縁膜１５に、溝パタ
ーン１７を形成する。溝パターン１７の底面はゲート絶縁膜５で覆われた状態となるが、
この溝パターン１７は、凹部３ａに重ねて形成される。またこの溝パターン１７は、サイ
ドウォール９（９-1，９-2）によって側壁が規定されたものになる。
【０１３９】
　その後、図１４（４）、（５）に示す工程は、第３実施形態において図１１（３）、（
４）を用いて説明したと同様に行なう。
【０１４０】
　すなわち、先ず図１４（４）に示すように、溝パターン１７の内部を埋め込む状態でゲ
ート電極７を形成する。この際、先ず溝パターン１７の内部を埋め込む状態で、ゲート絶
縁膜５を介してゲート電極材料膜を成膜する。ここでは、ゲート電極材料膜として、メタ
ルゲート用の金属層をＣＶＤ法、ＰＶＤ法、またはＡＬＤ法によって成膜する。このゲー
ト電極材料膜７は、単層または積層構造であって良く、第１実施形態において述べた各材
料を用いて成膜されることとする。その後、層間絶縁膜１５が露出するまで、ゲート電極
材料膜をＣＭＰによって研磨する。これにより、溝パターン１７内に、ゲート絶縁膜５を
介してゲート電極材料膜を残してなるゲート電極７を形成する。
【０１４１】
　以上の後には必要に応じて、図８にも示したように、層間絶縁膜１５およびゲート電極
７を覆う状態で、酸化シリコンからなる上層絶縁膜１９を成膜する。次いで、上層絶縁膜
１９および層間絶縁膜１５に、シリサイド膜（応力印加層）１３に達する接続孔２１を形
成する。そして、これらの接続孔２１を埋め込むプラグおよびこれに接続する配線２３を
形成する。
【０１４２】
　以上により図８を用いて説明したように、半導体基板３の表面を掘り下げた凹部３ａ内
にゲート絶縁膜５を介して設けられたゲート電極７が設けられ、ゲート電極７両脇のソー
ス／ドレイン拡散層１１の表面を覆う状態で半導体基板３の表面よりも深くシリサイド膜
（応力印加層）１３を設けた構成の半導体装置１-3が得られる。
【０１４３】
　そして以上説明した製造方法であっても、図１４（２）を用いて説明したように、シリ
サイド膜（応力印加層）１３が形成された状態でダミーのゲート電極３７ａの除去が行わ
れる。このため、シリサイド膜（応力印加層）１３からダミーのゲート電極３７ａ下の半
導体基板３部分に印加される応力が、ダミーのゲート電極３７ａからの反作用により弱め
られることが防止される。このため、チャネル部ｃｈに対して、シリサイド膜（応力印加
層）１３からの応力が効果的に印加された状態となる。
【０１４４】
　また、半導体基板３をさらに掘り下げた凹部３ａを溝パターン１７の底部としたことに
より、半導体基板３の表面よりも深い位置がチャネル部ｃｈとなる。これにより、このチ
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ャネル部ｃｈには、シリサイド膜（応力印加層）１３の深さ方向にわたって当該シリサイ
ド膜（応力印加層）１３間の半導体基板３部分に印加される応力が、集約的に印加される
ようになる。したがって、第1実施形態と同様に、シリサイド膜（応力印加層）１３から
の応力を効果的にかつ集約させた状態でチャネル部ｃｈに印加させることが可能な構成の
半導体装置１-3を作製することが可能になる。
【０１４５】
　また本第３実施形態の変形例の作製手順では、ゲート絶縁膜５上にキャップ膜５０を設
け、ダミーのゲート電極３７ａを除去する際のエッチングストッパーとしたことにより、
予めゲート絶縁膜５を形成しておく手順であっても、ダミーのゲート電極３７ａを除去す
る際のエッチングダメージがゲート絶縁膜５に加わることが防止でき、ゲート絶縁膜５の
膜質を維持できる。
【０１４６】
　尚、本第３実施形態の変形例の作製手順では、キャップ膜５０を除去する構成としたが
、キャップ膜５０はゲート電極の一部としてそのまま残すようにしても良い。この場合、
キャップ膜５０は、装置の構造で述べた仕事関数制御層として残しても良く、材料を適宜
選択して用いれば良い。
【０１４７】
≪第４実施形態の半導体装置の構成≫
　図１５は、本発明を適用した第４実施形態の半導体装置１-4の要部断面図である。この
図に示す半導体装置１-4は、電界効果型トランジスタ構成の半導体装置である。この図に
示す半導体装置１-4が、図1を用いて説明した第１実施形態と異なるところは、第１にソ
ース／ドレイン拡散層１１およびシリサイド膜１３が設けられている半導体基板３の表面
部分が、リセスエッチングによって掘り込まれているところにある。また第２に、応力印
加層として、ストレスライナー膜（応力印加層）５３が設けられているところにある。こ
れ以外の構成は、第１実施形態と同様である。
【０１４８】
　すなわち、第１実施形態と同様に、単結晶シリコンからなる半導体基板３には、表面を
掘り下げてリセスした凹部３ａが設けられている。そして、半導体基板３上には、この凹
部３ａを埋め込む状態でゲート絶縁膜５を介してゲート電極７が設けられている。ゲート
電極７の両脇には、絶縁性のサイドウォール９が設けられている。また、本第４実施形態
においては、サイドウォール９が設けられたゲート電極７の両脇における半導体基板３の
表面がリセスエッチングによって掘り下げられており、掘り下げられた表面側にソース／
ドレイン拡散層１１が設けられている。このソース／ドレイン拡散層１１の表面は、シリ
サイド膜１３で覆われている。さらに本第４実施形態においては、このシリサイド層１３
上からサイドウォール９の側壁にかけてが、連続してストレスライナー膜５３で覆われて
いる。
【０１４９】
　ここでストレスライナー膜５３は、ゲート電極７下部における半導体基板３のチャネル
部ｃｈに対して応力を加えるための応力印加層として設けられている。このようなストレ
スライナー膜５３は、例えば窒化シリコンからなり、ｎＭＯＳ領域には半導体基板３に対
して引張応力を与える材質が適用され、ｐＭＯＳ領域には半導体基板３に対して圧縮応力
を与える材質が適用される。また、このストレスライナー膜(応力印加層）５３は、半導
体基板３の表面から十分な深さｄ１’を有して設けられている。
【０１５０】
　ここで、半導体基板３の表面に対する、ストレスライナー膜（応力印加層）５３の深さ
ｄ１’と、ゲート絶縁膜５およびゲート電極７が埋め込まれた凹部３ａの深さ、すなわち
チャネル部ｃｈの深さｄ２とは、［ｄ２］＜［ｄ１’］であることとする。さらに、チャ
ネル部ｃｈの深さｄ２の最適な深さについては、チャネル部ｃｈに印加される応力が最も
高くなるように、実験的に求められることは第１実施形態と同様である。
【０１５１】
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　尚、本第４実施形態では、ストレスライナー膜（応力印加層）５３の膜厚の範囲、すな
わちストレスライナー膜（応力印加層）５３の表面と深さｄ１’の位置（裏面）との間に
、凹部３ａの底部が配置されることが好ましい。
【０１５２】
　また本第４実施形態においても、シリサイド膜１３が、ゲート電極７下部における半導
体基板３のチャネル部ｃｈに対して応力を加えるための応力印加層として設けられていて
も良い。これにより、シリサイド膜１３とストレスライナー膜５３との積層構造として応
力印加層が構成されることになる。
【０１５３】
　この場合であっても、第１実施形態と同様に、シリサイド膜１３は、例えばコバルト（
Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）,プラチナ（Ｐｔ）などのシリサイドからなるものであれば、
半導体基板３に対して引っ張り応力を印加する応力印加層となり、ｎチャンネル型の電界
効果型トランジスタに好ましく適用される。一方、シリサイド膜１３が圧縮応力を持つも
のであれば、このようなシリサイド膜１３を備えた半導体装置１-2は、pチャンネル型の
電界効果型トランジスタに好ましく適用される。
【０１５４】
　またゲート絶縁膜５およびゲート電極７は、第１実施形態と同様に、例えばダマシンゲ
ート構造であって、絶縁性のサイドウォール９を備えている。この構造においては、例え
ば半導体基板３とシリサイド膜（応力印加層）１３とを覆う層間絶縁膜１５に、サイドウ
ォール９によって側壁が規定された溝パターン１７が設けられている。この溝パターン１
７の底面は、さらに半導体基板３部分を掘り下げた凹部３ａの底部に設定されている。そ
して、この溝パターン１７の内壁を覆う状態でゲート絶縁膜５が設けられ、このゲート絶
縁膜５を介して溝パターン１７内を埋め込む状態でゲート電極７が設けられている。
【０１５５】
　尚、このような半導体装置１-4は、さらに必要に応じて上層絶縁膜１９で覆われていて
も良い。この場合、この上層絶縁膜１９と層間絶縁膜１５とに、例えばシリサイド膜(応
力印加層）１３に達する接続孔２１を設け、この接続孔２１の底部においてシリサイド膜
（応力印加層）１３を介してソース／ドレイン拡散層１１に接続された配線２３を設ける
ことができる。
【０１５６】
　またゲート絶縁膜５は、物理的な膜厚を維持しつつ実効膜厚を下げるために、高誘電率
（Ｈｉｇｈ－Ｋ）絶縁膜で構成されていることが好ましいことも第１実施形態と同様であ
り、誘電率絶縁膜としては用いられる材料も同様である。
【０１５７】
　またゲート電極７の構造および構成材料も、第１実施形態で示したと同様の構成および
構成材料が適用される。
【０１５８】
　以上のような構成の半導体装置１-4であっても、半導体基板３においてゲート絶縁膜５
との界面側に設けられるチャネル部ｃｈが、シリサイド膜１３とストレスライナー膜５３
との積層構造からなる応力印加層において半導体基板３の表面よりも深い部分に設定され
た状態となる。
【０１５９】
　これにより、ストレスライナー膜５３とシリサイド膜１３とからなる応力印加層の深さ
方向にわたって半導体基板３部分に印加される応力が、応力印加層の深さ方向の中間部に
位置するチャネル部ｃｈに対して集約的に印加されるようになる。したがって、半導体基
板３の表面とほぼ同一高さにチャネル部が形成される従来構成と比較して、応力印加層か
らの応力をより効果的にチャネル部ｃｈに対して印加させることができる。
【０１６０】
　この結果、応力印加層を構成する材料濃度によらずにキャリア移動度の向上を図ること
が可能になるため、半導体装置１-4のさらなる高機能化を図ることが可能になる。
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【０１６１】
≪第４実施形態の半導体装置の製造方法≫
　図１６～１８は、図１５を用いて説明した第４実施形態の半導体装置１-4の製造方法の
特徴部を示す断面工程図である。以下、この図および第１実施形態の製造方法で用いた断
面工程図に基づいて第４実施形態の製造方法を説明する。
【０１６２】
　先ず、第１実施形態において図２（１）～図３（２）を用いて説明した工程を同様に行
なう。
【０１６３】
　これにより、図１６（１）に示すように、単結晶シリコンからなる半導体基板３の表面
側に、素子分離３１を形成し、さらにハードマスク層３９、ダミーのゲート電極膜３７、
およびダミーのゲート絶縁膜３５を、ゲート電極の形状にパターンエッチングしてダミー
ゲート構造Ａを形成する。また、ダミーゲート構造Ａの側壁に、絶縁性の第１サイドウォ
ール９-1と、この外側の第２サイドウォール９-2とを合わせたサイドウォール９を形成す
る。さらに、サイドウォール９の外側に、エクステンション１１ｅを有するソース・ドレ
イン拡散層１１を形成する。
【０１６４】
　次に、図１６（２）に示すように、半導体基板３の露出表面、すなわちソース／ドレイ
ン拡散層１１の露出表面をリセスエッチングすることによって掘り下げる。この際、掘り
下げたリセス表面が、以降に形成するストレスライナー膜の深さを決めるため、ここでは
ソース／ドレイン拡散層１１の深さの範囲内において、十分な深さで半導体基板３を掘り
下げることが重要である。
【０１６５】
　その後、図１６（３）に示すように、サリサイドプロセス技術によってソース・ドレイ
ン拡散層１１の表面に、コバルト（Ｃｏ）,ニッケル（Ｎｉ）,プラチナ（Ｐｔ）などの金
属のシリサイド膜１３を応力印加層として形成する。またこのシリサイド膜１３により、
ソース・ドレイン拡散層１１のコンタクト抵抗を低減させる。この際、ソース・ドレイン
拡散層１１の表面、すなわち単結晶シリコンからなる半導体基板３の表面においては、シ
リサイド化の進行にともなってリセス表面の上方にもシリサイド膜１３が成長する。この
ため、ここで成長したシリサイド膜１３の表面が、次に形成するストレスライナー膜の深
さｄ１’となる。
【０１６６】
　次に、図１７（１）に示すように、ダミーゲート構造Ａおよびシリサイド膜（応力印加
層）１３を埋め込む状態で、ストレスライナー膜５３を成膜する。この際、ｎＭＯＳ領域
には引張応力を有するストレスライナー膜５３を、ｐＭＯＳ領域には圧縮応力を有するス
トレスライナー膜５３を形成する。このようなストレスライナー膜５３形成は、例えば以
下のように行う。
【０１６７】
　すなわち、ｎＭＯＳ領域に形成する引張応力を有するストレスライナー膜５３は、プラ
ズマＣＶＤ法によって、成膜した窒化シリコン膜を用いる。このような窒化シリコン膜の
成膜は、成膜雰囲気内にＮ2ガス（500～2000sccm）、ＮＨ3ガス（500～1500sccm）、Ｓｉ
Ｈ4ガス（50～300sccm）をそれぞれの流量で供給し、基板温度２００～４００℃、成膜雰
囲気内圧力５～１５Ｔｏｒｒ、ＲＦパワー５０～５００Ｗの条件で化学反応させる。さら
に成膜後、Ｈｅガス（10～20slm）を供給し、温度４００～６００℃、圧力５～１５Ｔｏ
ｒｒ、ＵＶランプパワーが１～１０ｋＷの条件でＵＶ照射処理を行う。これにより、膜厚
が４０ｎｍ程度で、１．２ＧＰａ程度の引張応力を有する窒化シリコン膜がストレスライ
ナー膜５３として成膜される。尚、ストレスライナー膜５３の膜厚、および引張応力は、
上述した値に限定されるものではない。
【０１６８】
　一方、ｐＭＯＳ領域に形成する圧縮応力を有するストレスライナー膜５３についても、
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プラズマＣＶＤ法によって、成膜した窒化シリコン膜が用いられる。このような窒化シリ
コン膜の成膜は、成膜雰囲気内にＨ2ガス（1000～5000sccm）、Ｎ2ガス（500～2500sccm
）、Ａｒガス（1000～5000sccm）、ＮＨ3ガス（50～200sccm）、トリメチルシランガス（
10～50sccm）をそれぞれの流量で供給し、基板温度４００～６００℃、成膜雰囲気内圧力
１～５Ｔｏｒｒ、ＲＦパワー５０～５００Ｗの条件で化学反応させて行われる。これによ
り、膜厚が４０ｎｍ程度で、１．２ＧＰａ程度の圧縮応力を有する窒化シリコン膜がスト
レスライナー膜５３として成膜される。尚、ストレスライナー膜５３の膜厚、および圧縮
応力は、上述した値に限定されるものではない。
【０１６９】
　次に、図１７（２）に示すように、ダミーゲート構造Ａを埋め込む状態で、例えば酸化
シリコンからなる層間絶縁膜１５を成膜する。
【０１７０】
　次いで、図１７（３）に示すように、ダミーゲート構造Ａにおけるダミーのゲート電極
３７ａが露出するまで層間絶縁膜１５の表面をＣＭＰ法によって研磨する。
【０１７１】
　次に、図１７（４）に示すように、ポリシリコンまたはアモルファスシリコンからなる
ダミーのゲート電極３７ａをドライエッチングにより除去し、さらに酸化シリコンからな
るダミーのゲート絶縁膜３５をウェットエッチングにより除去する。これにより、半導体
基板３を覆う層間絶縁膜１５に、ダミーゲート構造Ａを除去してなる溝パターン１７を形
成し、さらに、溝パターン１７の底部における半導体基板３の露出面を掘り下げるリセス
エッチングを行う。
【０１７２】
　この際、半導体基板３の表面に対して、ストレスライナー膜（応力印加層）５３の深さ
ｄ１’とした場合、凹部３ａの深さｄ２（すなわちチャネル深さｄ２）が、［ｄ２］＜［
ｄ１’］となるようにする。尚、この範囲においての凹部３ａのチャネル深さｄ２の最適
値については、ここで形成するＭＯＳトランジスタ（電界効果トランジスタ）のチャネル
部に印加される応力が最も高くなるように、実験的に求められることとする。
【０１７３】
　またここでは、ストレスライナー膜（応力印加層）５３の膜厚の範囲、すなわちストレ
スライナー膜（応力印加層）５３の表面と深さｄ１’の位置（裏面）との間に、凹部３ａ
の底部が位置するようにリセスエッチングを行なうことが好ましい。
【０１７４】
　次に、図１８（１）に示すように、溝パターン１７の内部を埋め込む状態で、ゲート絶
縁膜５を介してゲート電極材料膜７ａを成膜する。ここでは、ＣＶＤ法やＡＬＤ法などに
より、上述した高誘電率材料からなるゲート絶縁膜５を成膜することが好ましい。その後
、溝パターン１７の内部を埋め込む状態で、ゲート絶縁膜５を介してゲート電極材料膜７
ａを成膜する。ここでは、ゲート電極材料膜７ａとして、メタルゲート用の金属層をＣＶ
Ｄ法、ＰＶＤ法、またはＡＬＤ法によって成膜する。このゲート電極材料膜７ａは、単層
または積層構造であって良く、第１実施形態の装置の構成において述べた各材料を用いて
成膜されることとする。
【０１７５】
　次に、図１８（２）に示すように、層間絶縁膜１５が露出するまで、ゲート電極材料膜
７ａとゲート絶縁膜５をＣＭＰによって研磨する。これにより、溝パターン１７内に、ゲ
ート絶縁膜５を介してゲート電極材料膜７ａを残してなるゲート電極７を形成する。
【０１７６】
　以上の後には必要に応じて、図１８（３）に示すように、層間絶縁膜１５およびゲート
電極７を覆う状態で、酸化シリコンからなる上層絶縁膜１９を成膜する。次いで、上層絶
縁膜１９、層間絶縁膜１５、およびストレスライナー膜５３に、シリサイド膜１３に達す
る接続孔２１を形成する。そして、これらの接続孔２１を埋め込むプラグおよびこれに接
続する配線２３を形成する。
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【０１７７】
　以上により図１５を用いて説明したように、半導体基板３の表面を掘り下げた凹部３ａ
内にゲート絶縁膜５を介して設けられたゲート電極７が設けられ、ゲート電極７両脇のソ
ース／ドレイン拡散層１１上のシリサイド膜１３表面を覆う状態で、半導体基板３の表面
よりも深くストレスライナー膜（応力印加層）５３を設けた構成の半導体装置１-4が得ら
れる。
【０１７８】
　そして以上説明した製造方法によれば、図１７（４）を用いて説明したように、ストレ
スライナー膜（応力印加層）５３が形成された状態でダミーゲート構造Ａを除去すること
により、ストレスライナー膜（応力印加層）５３からダミーゲート構造Ａ下の半導体基板
３部分に印加される応力が、ダミーのゲート電極３７ａからの反作用により弱められるこ
とが防止される。このため、チャネル部ｃｈに対して、ストレスライナー膜（応力印加層
）５３からの応力が効果的に印加された状態となる。
【０１７９】
　そして、ダミーゲート構造Ａを除去した溝パターン１７の底部の半導体基板３をさらに
掘り下げることにより、半導体基板３の表面よりも深い位置がチャネル部ｃｈとなる。こ
れにより、このチャネル部ｃｈには、ストレスライナー膜（応力印加層）５３の深さ方向
にわたって当該ストレスライナー膜（応力印加層）５３間の半導体基板３部分に印加され
る応力が、集約的に印加されるようになる。したがって、ストレスライナー膜（応力印加
層）５３からの応力を効果的にかつ集約させた状態でチャネル部ｃｈに印加させることが
可能な構成の半導体装置１-4を作製することが可能になる。
【０１８０】
　尚、上述した第４実施形態の製造方法では、溝パターン１７を形成してその底部の半導
体基板３をリセスエッチングによって掘り下げて、半導体基板３に凹部３ａを形成する手
順を説明した。しかしながら、本第４実施形態のようにストレスライナー膜５３を応力印
加層とした半導体装置の製造にも、第３実施形態を適用し、予め半導体基板３をリセスエ
ッチングして凹部３ａを形成してゲート絶縁膜５を形成した後に、溝パターン１７を形成
する手順を適用しても良い。尚この場合、第３実施形態において図１０（２）を用いて説
明したようにソース／ドレイン拡散層１１を形成した後、ソース／ドレイン拡散層１１の
表面を掘り下げ、この上部に絶縁性のストレスライナー膜からなる前記応力印加層を形成
する手順とする。
【０１８１】
　このような手順を適用することにより、溝パターン１７の側壁上部にゲート絶縁膜が形
成されない構成の半導体装置の作製が可能となる。これにより、第３実施形態で説明した
ように、高誘電率材料からなるゲート絶縁膜５がゲート電極７と配線２３との間に存在せ
ず、ゲート電極７－配線２３間の寄生容量による素子性能の低下を防止できると言った効
果を得ることが可能である。
【０１８２】
≪第５実施形態の半導体装置の構成≫
　図１９は、本発明を適用した第５実施形態の半導体装置１-5の要部断面図である。この
図に示す半導体装置１-5が、図１５に示した第４実施形態の半導体装置と異なるところは
、ソース／ドレイン拡散層１１の表面にシリサイド膜（１３）を設けておらず、ソース／
ドレイン拡散層１１の上面に直接ストレスライナー膜５３を設けているところにある。こ
れ以外の構成は、第４実施形態と同様である。
【０１８３】
　ここでストレスライナー膜５３は、第４実施形態と同様であり、ゲート電極７下部にお
ける半導体基板３のチャネル部ｃｈに対して応力を加えるための応力印加層として設けら
れている。このようなストレスライナー膜５３は、例えば窒化シリコンからなり、ｎＭＯ
Ｓ領域には半導体基板３に対して引張応力を与える材質が適用され、ｐＭＯＳ領域には半
導体基板３に対して圧縮応力を与える材質が適用される。また、このストレスライナー膜
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(応力印加層）５３は、半導体基板３の表面から十分な深さｄ１’を有して設けられてい
る。
【０１８４】
　また半導体基板３の表面に対する、ストレスライナー膜（応力印加層）５３の深さｄ１
’と、ゲート絶縁膜５およびゲート電極７が埋め込まれた凹部３ａの深さ、すなわちチャ
ネル部ｃｈの深さｄ２とは、［ｄ２］＜［ｄ１’］であることは、第４実施形態と同様で
ある。さらに、ストレスライナー膜（応力印加層）５３の膜厚の範囲、すなわちストレス
ライナー膜（応力印加層）５３の表面と深さｄ１’の位置（裏面）との間に、凹部３ａの
底部が配置されることが好ましいことも、第４実施形態と同様である。
【０１８５】
　尚、以上のような第５実施形態の半導体装置１-5の製造手順は、第４実施形態で説明し
た製造手順においてシリサイド膜（１３）の形成工程を省けば良い。
【０１８６】
　このような構成の半導体装置１-5であっても、第４実施形態と同様の効果を得ることが
できる。またさらに、ｎＭＯＳ領域とｐＭＯＳ領域とに、例えば一般的に用いられている
コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）,プラチナ（Ｐｔ）などのシリサイド膜を設けた場
合、これらのシリサイド膜１３は、半導体基板３に対して引張応力を印加する。このため
、pチャンネル型の電界効果型トランジスタに対しては、ストレスライナー膜から効果的
に圧縮応力を印加することが困難である。したがって、シリサイド膜を除去した本第５実
施形態の構成っであれば、ｐＭＯＳ領域にも、ストレスライナー膜５３から効果的に圧縮
応力を印加することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０１８７】
【図１】第１実施形態の半導体装置を示す断面図である。
【図２】第１実施形態の製造方法の第１例を示す断面工程図（その１）である。
【図３】第１実施形態の製造方法を第１例示す断面工程図（その２）である。
【図４】第１実施形態の製造方法を第１例示す断面工程図（その３）である。
【図５】第１実施形態の製造方法を第１例示す断面工程図（その４）である。
【図６】第２実施形態の半導体装置を示す断面図である。
【図７】第２実施形態の製造方法の特徴部を示す断面工程図である。
【図８】第３実施形態の半導体装置を示す断面図である。
【図９】第３実施形態の製造方法を示す断面工程図（その１）である。
【図１０】第３実施形態の製造方法を示す断面工程図（その２）である。
【図１１】第３実施形態の製造方法を示す断面工程図（その３）である。
【図１２】第３実施形態の製造方法の変形例を示す断面工程図（その１）である。
【図１３】第３実施形態の製造方法の変形例を示す断面工程図（その２）である。
【図１４】第３実施形態の製造方法の変形例を示す断面工程図（その３）である。
【図１５】第４実施形態の半導体装置を示す断面図である。
【図１６】第４実施形態の製造方法の第１例を示す断面工程図（その１）である。
【図１７】第４実施形態の製造方法を第１例示す断面工程図（その２）である。
【図１８】第４実施形態の製造方法を第１例示す断面工程図（その３）である。
【図１９】第５実施形態の半導体装置を示す断面図である。
【図２０】従来の半導体装置の一例を示す断面図である。
【符号の説明】
【０１８８】
　１-1，１-2，１-3，１-4，１-5…半導体装置、３…半導体基板、３ａ…凹部、５…ゲー
ト絶縁膜、７…ゲート電極、９…サイドウォール１１…ソース／ドレイン拡散層、１３…
シリサイド膜（応力印加層）、１５…層間絶縁膜、１７…溝パターン、３７ａ…ダミーの
ゲート電極、５０…キャップ膜（仕事関数制御層）、５３…ストレスライナー膜、ｃｈ…
チャネル部
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